
高齢者虐待の捉え方 【身体拘束に対する考え方】
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身体拘束禁止の対象となる具体的な行為

・介護保険指定基準において禁止の対象となっている行為は、「身体拘束その他入所者（利用者）の行動を制限する行為」で具体的には
次のような行為を指す。
・身体拘束ゼロの手引きに挙げられている11項目は、あくまでも例示であり、ほかにも該当する行為があることに注意。
・身体拘束とは、「高齢者本人の行動の自由を制限することである。

① 徘徊しないように、車いす、ベッドに退官や四肢を紐等で縛る。

② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

③ 自分で降りられないように、ベッドを柵（サイドレール）で囲む。

④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。

⑤
点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらな
いように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。

⑥
車いすや椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字拘束帯
や腰ベルト、車いすテーブルをつける。

⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。

⑧ 脱衣やおむつはずしを制限するために、

⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。

⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。

⑪ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

出所：「身体拘束ゼロの手引き」 （H13年３月 厚生労働「身体拘束ゼロ作戦推進会議」）
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居宅介護支援事業所と訪問介護事業所職員による身体拘束
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「緊急やむを得ない場合」に該当する３要件（※例外３原則）

３つの要件をすべて満たし、要件の確認等の手続が極めて慎重に実施されていることが必要

1.切迫性
利用者本人または他の利用者の生命または身体が危険にさ
らされる可能性が著しく高い場合

2.非代替性 身体拘束以外に代替する介護方法がないこと

3.一時性 身体拘束が一時的なものであること

※留意事項
・「緊急やむを得ない場合」の判断は、担当の職員個人又はチームで行うのではなく、
施設全体で判断することが必要である。
⇒「身体的拘束適正化検討委員会」等において、マニュアル等を定めること。

・身体拘束の内容、目的、時間、期間などを高齢者本人や家族に対してできる限り詳しく
説明し、十分な理解を求める必要がある。

・介護保険サービス提供者には、身体拘束に関する記録の作成等が義務付けられてい
る（2年間保存）。
⇒ 身体拘束を解除できるかどうか定期的に検討し、要件に該当しなかった場合は速や
かに身体拘束を解除する。
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補装具費支給制度によるオーダーメードの車いすを使用している事例
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身体拘束がもたらす多くの弊害

〇身体的弊害

・関節の拘縮、筋力の低下といった身体機能の低下や圧迫部位の褥瘡の発生など
の害的弊害

・食欲の低下、心肺機能や感染症への抵抗力の低下などの内的弊害

・転倒や転落事故、窒息などの大事故を発生させる危険性

〇精神的弊害
 

・本人は縛られる理由もわからず、生きる意欲を奪われる。

・不安、怒り、屈辱、あきらめなどの精神的苦痛、認知症の進行やせん妄の頻発

・家族に与える精神的苦痛、罪悪感や公開

〇社会的弊害

・看護・介護スタッフ自身の士気の低下を招くこと。また、介護保険施設等に対す
る社会的な不信、偏見を引き起こす恐れがあること。

・身体拘束による高齢者の心身機能の低下は、そのＱＯＬを低下させるだけでなく、
さらなる医療的処置を生じさせ、経済的影響をもたらす。
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養護者による高齢者虐待対応の流れ

相談・通報・届出受付（組織内協議と組織間協議）

事実の確認

コアメンバー会議による協議
【虐待の有無の判断】【緊急度・深刻度の判断】【対応方針の決定】

評価 （進行管理・実施状況の確認） 【本人の生活安定確認】

終結の判断

早期発見努力義務（５条）広く国民にも（７条）

虐待対応計画作成 【初動期の評価】（情報収集・虐待発生要因・課題整理）

対
応
段
階

初
動
期
段
階

終
結
段
階

警察への協力依頼

高齢者の安否確認

緊急対応の実施【立入調査】【高齢者の緊急保護】

虐待対応計画の共有（個別ケース会議）【本人支援】【養護者支援】

虐待対応計画の実施【本人・養護者への支援実施

虐待の解消

養護者支援
チームへの
引継ぎ

相談・通報・届出
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緊急保護・緊急対応の必要な状況例
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経済的虐待の防止

利用者の金銭を扱う業務（買い物代行、金銭管理など）を行う

・必要性を共有しない。サービスに位置付けず、職員個人の判断で行う
・取り扱い方法、管理方法を事業所で決めず職員任せにしている
・取り扱い方法を管理者が把握していない、金銭の取り扱いを口頭のみで申し送りして
いる
・サービスに関わる職員以外による定期的な確認をしていない

経済的虐待が起こりやすくなっており、発見されず長期化する、虐待を行っていないこ
とが証明できない

経済的虐待が発生する・疑われる要因

利用者の金銭を扱う業務（買い物代行、金銭管理など）を行う場合

・サービスの必要性の検討
・ケアプラン・各サービス計画書に位置付ける
・取り扱い方法について担当者だけでなく事業所としての統一した管理を行う
・サービスに関わる職員以外が定期的に確認する
・不適切な取り扱いが疑われる場合はすぐに是正

経済的虐待の未然防止、早期発見 適切な取り扱いと記録を客観的に証明

経済的虐待の未然防止・発見のために
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これって虐待になるのかな？ と思ったら

・目的・・・ケアの目的に着目
「本人のため」と言いながら、自分たちの効率や都合、
家族等の要望を優先していませんか？

⇒本人はどう感じているのでしょうか？

・評価・・・ケアによって生じている事態に着目
・当初の目的通りの効果は得られていますか？
・本人の生きる意欲を奪っていませんか？
・ケアプラン等に位置付けていますか？

（チームによる検証・説明）

・自己決定の尊重（意思決定支援）
・適切な環境整備と情報提供をしていますか？
・安心した環境で、選択肢を知っていなければ選べない
・選択することによる効果もリスクも情報提供

34



職員から虐待（疑い）の相談があったときの対応

あらかじめ組織としての対応を決めておく必要があります

○虐待等の発生した場合の対応方法に関する基本方針
○指針等にそって 虐待相談が発生した際は 職員間で情報が的確に共有や
連携がされ必要な対応をとる

１ 施設・事業所職員から相談報告を受けた職員は、責任者に報告

２ 施設長・管理者を中心に聴き取り、事実を整理調査

３ 再発防止の検討

４ 虐待の疑いありと判断されれば市町に通報 など

高齢者虐待が起きていたら 速やかな初期対応

・利用者の安全の確保・不安解消
・事業所内で虐待が発生した場合、事業所の所在地の市町村へ通報・報告
・事実確認（正確な事実確認・情報を隠さない）
・利用者・家族への丁寧な対応と速やかな説明
・虐待発生に至った要因と分析
・再発防止の取組

組織としての対応
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・相談者や通報者から話を聴く
・相談内容に応じて その時間に勤務した職員からも 話を聴く
・防犯カメラなどの記録を確認
・業務記録等のケース記録状況の確認
・傷・痣などの場合は 写真などを人権に配慮しつつ残して、 何センチな
どの具体的数値として記録 など

事実確認の方法

1. 虐待の発生と日時
2. 虐待を受けた利用者の情報
3. 虐待を行った職員の情報、虐待を行った養護者の情報
4. 虐待行為の概要 ⇒ ・発生の経緯（発生前の状況を含む）

・発覚・顕在化した経緯
・発生後の対応状況

情報整理と記録
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・虐待行為が疑われる職員については、心理状態や現場の状況に配慮し
た上で、事実を冷静に確認する
・虐待と決めつけないで慎重に確認する
・関与していない職員からも 平行して事実を確認する
・処分が必要な場合は 就業規則に基づいて適正に

・高齢者虐待防止法に従って通報した場合、法律の規定による守秘
義務違反には問われない。

・養介護施設従事者等は、通報をしたことを理由として、解雇その
他不利益な扱いを受けない

通報者の保護

虐待者への対応
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